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初心と対話し、未来に向けて力を合わせる～天達共和 30人が語る 30年 

2023新春クラウド年会を開催しました 

 

2023年 1月 13日、天達共和法律事務所は、30周年を記念し、3年連続となるオンライン

形式で、2023年新春クラウド年会を開催しました。 

ライブインタビューでは「初心と対話し未来に向けて力を合わせる」をテーマに、事務所設立

のパートナーチームが、国の制度改革後率先してパートナー制を採用して弁護士業界の発展

の道を模索してきた過程を振り返りました。 

事務所設立当初の堅実さ、プロフェッショナリズムへの粘り強さ、再編成への粘り強さ、困難

を共に乗り越える強さは、天達共和創業者精神の根幹であり、天達共和の遺伝子として受け継

がれています。 

私たちは、「己の成功は、まずクライアント様のご成功をサポートすること」という事務所の理

念を胸に、これからもお客様の成功を第一に考え、お客様から最も信頼されるパートナーになる

ことを目指して、日々精進して参ります。 

 

 

天達共和法律事務所動向 



 

 

3 / 17 

 

 韓晏元弁護士が「2022年度 LEGALBAND クライアントチョイス： 

TOP15 コンプライアンス弁護士」に入選 

 

2022年 11月 24日、有名な法律格付け機構である

LEGALBANDが「2022年度 LEGALBAND：TOP15 コンプ

ライアンス弁護士」リストを発表し、天達共和法律事務所のパ

ートナー韓晏元弁護士が、卓越した専門力とクライアントから

の高い評価により推薦を受けました。 

クライアントの評価：韓弁護士はクライアントの先を見越し

て考え、業界での経験及び法律と実践の深い理解に基づい

て、コンプライアンス適合の前提の下で、クライアントのため

にソリューションをカスタマイズし、積極的に政府機関等の関係者とコミュニケーション、協調す

ることにより、クライアントの利益を保護し、クライアントの利益の最大化を実現することができま

す。 

韓晏元弁護士は、コンプライアンス業務を主な業務分野とし、数多くの多国籍企業、国有企

業、および民間企業へコンプライアンス管理体系の構築、コンプライアンス管理制度の制定、コ

ンプライアンスデューデリジェンス、政府コンプライアンス調査の対応、コンプライアンス関連法

律コンサルタント等関連業務を提供しています。 

韓弁護士は多くの雑誌に多数の論文を発表しており、その著書には「中国のビジネス実務 

債権管理・保全・回収 Q&A100改訂版」（2019年）、「中国のビジネス実務 人事労務の現場ワ

ザ Q&A100 改訂版」（2018年）、「中国のビジネス実務 契約書の作成と運用 Q&A100」

（2014年）、「非訴訟業務 弁護士基本実務」（中国語、2014年）などがあります。 

LEGALBANDは香港に本社を置く Accurate Media Group 傘下の国際法律格付け機関で

す。さまざまな格付けレポートを毎年随時発表し、企業クライアントがトップクラスの法律事務所

や弁護士を選択、採用するための信頼できるガイドラインを提供することを目的としています。 
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傅春涛顧問が 

「美容業界における日本進出のチャンスとチャレンジ」 

オンライン円卓フォーラムに出席 

 

2023 年 1 月 18 日、ビジネス情報プラットフォームである EqualOcean が開催する「美容業

界による日本進出のチャンスとチャレンジ」オンラインフォーラムに傅春涛顧問(Jassmine.FU)が

出席し、中国企業が日本市場において留意すべき法律意識や、ビジネスパートナーや消費者と

のコミュニケーションのあり方について解説を行いました。 

傅春涛顧問は、日本での留学、業務経験が十年以上に及び、

日本語、英語に精通しています。大学卒業後は日本の大手通信企

業に入社して日本の通信マルチメディア業務に従事し、その後、中

華人民共和国駐日本国大使館の商務参事室に勤務し、日中政府

や民間企業が行う多くの日中経済交流及び貿易協力業務に携わ

りました。現在は主に日本企業のクライアント対応や、専利商標出

願、無効審判、権利侵害等の知的財産関連法律業務を担当してい

ます。 

主催者紹介：  

EqualOceanは 2018年 11月に開設された、中国ブランドのグローバル化を支援し、海外の

企業又は機構による中国での発展のチャンスをサポートするビジネス情報プラットフォーム及び

シンクタンクです。 

EqualOcean は、中国語、英語のサイトを有し、英語の詳細な報道と英語の詳細なレポート

の作成能力を備え、EqualOcean の英文コンテンツは、Bloomberg Terminal、Refinitiv、

SeekingAlpha、Nasdaq 等のプラットフォーム上で許諾発表されており、EqualOcean のビジネ

スアナリストは、Wall Street Journal、New York Times、Financial Times、SCMP等有名なメ

ディアのインタビューを受けています。 
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パートナー弁護士・弁理士 薛 侖 

「中華人民共和国反不正当競争法」（以下、「反不正当競争法」という）は 1993年に公布され

た後、20年余りの間に一度も改正されませんでした。しかし、2017年に初めて改正されてか

ら、2019年には再度改正が行われ、さらに昨年（2022年）の 11月に改正案に関する意見募

集稿（以下、「意見募集稿」という）が公表されました。このように頻繁に改正されるようになった

背景、そして今回の改正内容の詳細について、Q&Aの形で説明いたします。 

Q：今回の「反不正当競争法」に関する改正はどのような背景で行われたものですか? 

A：ここ数年来、中国経済は構造が変化し、新経済、新業態、新形式が絶えず打ち出されるよ

うになりました。その中で、データ、アルゴリズム、プラットフォーム規則等を利用して行わ

れる新たな不正競争行為について、それを規制することが喫緊の課題となっています。ま

た一方では、2022年 3月に中国共産党中央委員会、国務院より「全国統一したビッグ市

場の構築を加速させることに関する意見」が配布され、高効率で規範され、公正競争が図

られ、かつ十分に開放された「全国統一したビッグ市場」を構築することを打ち出し、「反独

占法」「反不正当競争法」の改正を加速させ、市場主体や消費者からの反響の強い重点

業界や分野について、産業チェーン全体の競争監督管理に関する法執行を強化し、公正

「中華人民共和国反不正当競争法」 

（改正案意見募集稿）に関する Q&A 
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 な監督管理で公正競争を保障できるようにすることを求めています。しかしながら、実践に

おいては依然として際立った不正競争問題が一部存在しており、その規制についてさらに

検討する必要があり、「反不正当競争法」と他の法律の一部の条項との抵触や競合につ

いても解決を図らなければなりません。このような背景の下で、市場監督管理総局は当該

「意見募集稿」草案の作成に着手しました。 

 

Q：今回の「意見募集稿」について、主なポイントはどこですか? 

A：今回の「意見募集稿」において、下記いくつかの面に関する規則をさらに整備し、またはそ

の補足を行いました。 

（1）デジタル経済における不正競争防止に関する規定を整備し、新経済、新業態、新形式

の発展の中で表れている競争秩序を乱す行為への規制の仕組化を図りました。 

（2）監督管理の法執行に関する実践における際立った問題について、現存の不正競争行

為の表現形式の補足または改正を行いました。 

（3）法の空白を埋め、新たに不正競争行為の種類に関する内容を追加しました。 

（4）不正競争防止の強化に関する要求に基づき、法的責任を整備しました。そのうち、特

にデジタル経済における不正競争防止関連規定について、多くの条文の追加または

改正を行い、これは今回の「意見募集稿」において最も重要な部分といえます。 

 

Q：デジタル経済における不正競争行為について、新しい規制は何ですか? 

A：ここ数年来、現れ続けてきたデジタル経済における競争行為について、当該「意見募集

稿」では、第 13条～第 15条、そして第 17条～第 22条を新たに追加し、元の第 12条

の内容を見直して第 16条とし、現行の「反不正当競争法」と比べて不正競争に関する線

引きをさらに明確にしました。 

具体的に、第 13条では「強制的な二択」等、取引を制限する不正競争行為を規制してお

り、そのうち、デジタル経済における競争に関連するものは、主に第 6項に規定された「ユ

ーザーチョイスに影響を及ぼし、通信制限、遮断、検索ステータスのレベルダウン、商品撤
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 去等の形で、正常な取引を妨害する」です。 

第 14条では、プラットフォームでの架空注文等の悪意ある取引の不正競争行為について

規制しています。現行「反不正当競争法」では、主に第 8条の適用を通じて、架空注文行

為を「架空取引を組織する等の形で、他の事業者に協力した、架空のまたは他人の誤解

を招く商業宣伝行為」と解釈し、プラットフォームでの架空注文に関する不正競争行為につ

いて制裁を加えられるようにしました。今回の「意見募集稿」では、これらの行為を対象に

第 14条を追加し、悪意ある取引に該当する具体的な行為を明確に列挙しました。 

第 15条では、ユーザーチョイスに影響を及ぼす不正競争行為について規制し、事業者は

データやアルゴリズム、または技術やプラットフォーム規則等を利用して、ユーザーチョイ

スに影響を及ぼしたり、その他の方法で市場の公正競争秩序を乱したりしてはならないこ

とを規定し、ユーザーチョイスに影響を及ぼす行為として、ユーザーの意向や選択権を背く

行為だけでなく、検索の手間を増したり、使用の連続性を壊したりする等のことも含むとし

ています。 

第 16条は元の条項と比べ、第 1項の中で、トラフィックハイジャック、不当干渉、悪意ある

互換不能等の行為によって、ユーザーチョイスに影響を及ぼしたり、その他の事業者が合

法的に提供するネットワーク商品や役務の正常運用を妨害したり、破壊したりする行為は

いずれも本条規定の不正競争行為に該当することを明確に定め、そして第 2項で具体的

な行為を規定し、その中で、新たに追加された「正当な理由なく、他の事業者が合法的に

提供する商品や役務の内容やウェブページを妨害したり、遮断したりする等」の行為を明

確に列挙したことは、司法の実践への対応だと理解する必要があります。 

第 17条では、技術手段やプラットフォーム規則を利用して競争を排除する行為について

規制し、事業者は技術手段やプラットフォーム規則等を利用して業界の慣例または技術

規範に違反し、他の事業者が合法的に提供する商品または役務に関するアクセスや取引

等を不当に排除したり、妨害したり、市場の公正競争秩序を乱したりするようなことを行っ

てはならないことを明確に規定しています。 

第 18条では、ビジネスデータについて適宜保護策を講じられるようにしました。データは
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 独創性に欠けているため「著作権法」による保護を受けられない場合が多々あり、裁判所

では「反不正当競争法」を適用して裁判を行う際、多くの場合第 2条をベースに、事件に

かかわっているデータの性質（財産性を備えているか否か）、事件の損害結果、因果関係

等の様々な要素を考慮して各事件ごとに判断を下し、明確かつ統一した基準で行為の不

当性について認定できるようにはなっていませんでした。そのため、本条の追加はこの欠

陥を補うものとなります。 

第 19条では、アルゴリズムによる差別等の不正競争行為について規制し、主に、ユーザ

ーの嗜好分析、または取引習慣等の特徴に関する分析を通じて、取引相手に不合理な取

引条件に関する差別待遇を行ったり、不合理な制限を加えたりする等の行為を制限してい

ます。 

 

Q：法的責任に関する新しい規定は何ですか? 

A：今回の「意見募集稿」において、不正競争行為を行った者が負うべき法的責任を著しく重く

しました。具体的に、民事責任の面において、不正競争行為について、状況が重大である

場合、最高で 5倍の懲罰的賠償を追加しました（第 27条）。また行政責任の面において、

現行の営業秘密への侵害、商業的な誹謗中傷、今回追加された公正取引要件に反する

不正競争行為、悪意ある取引行為、ネット不正競争行為及び競争秩序を著しく破壊し、調

査して確かに処罰する必要のある不正行為について、状況が重大である場合の罰則を一

律に 100万人民元以上、500万人民元以下までに引き上げました（第 31条）。新たに追

加された公正取引要件に反する不正競争行為、ネット不正競争行為について、いずれも

「反独占法」の関連罰則に関する考え方を参考に、最高で前年度売上金額の 5％に相当

する罰金を規定しました（第 38条）。 

 

Q：商業上の混同について、改正された内容はどれですか? 

A：商業上の混同について、今回の「意見募集稿」では、主に以下のような改正が行われてい

ます。 
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 （1）ページデザイン、「自媒体（We Media）」名称、アプリケーションソフトウェア名称また

はアイコンなど、現在度々見られる商業上の混同を引き起こしやすい幾つかの対象カ

テゴリーが新たに追加されています。 

（2）商業上の混同に関する条項の保護範囲を拡張し、「企業名称」の使用に関連する混

同行為を「市場主体名称」の使用まで拡張しました。 

（3）司法実践とデジタル経済業界の発展を考慮し、「他人の一定の影響力のある商業標

識を検索のキーワードとして設定し、関連公衆の誤解を招こうとする」混同行為の種

類を加えました。 

（4）最後に、混同商品に関する販売行為について単独で不正競争行為と見做せること、

総則の規定に合わせて他人に協力して商業上の混同行為を行った場合も単独で不

正競争行為と見做せること、具体的な法執行段階において講じられる処罰措置と関

連期限の設定、についてそれぞれ明確化し、法執行業務おいて長い間議論があった

幾つかの問題を明らかにしました。 

 

Q：今回の「意見募集稿」に盛り込まれている「相対的優位性のある地位」についてどのよう

に解釈すべきでしょうか? 

A：「相対的優位性のある地位」の概念を中国の競争法体系に取り入れるべきか否かについ

て、長い間議論が重ねられてきました。例えば、2016年に国務院法制弁公室より公布さ

れた「反不正当競争法（改正案審査用原稿）」の中で初めて「相対的優位性のある地位」

の概念が盛り込まれ、事業者は相対的優位性のある地位を利用して不正取引行為を行

ってはならないことを定めていました。しかしながら、2017年に当該法律の改正が行われ

た際に、関連条文は盛り込まれませんでした。 

この概念を取り入れることについて、支持者は主に以下のように考えています。 

「反独占法」の中で既に市場支配的地位という概念を取り入れているが、実施段階では依

然として一部の事業者は取引において比較的強い立場にあり、それを利用して不公平な

条項を設け、公正競争秩序を乱すような状況が見られるが、多くの場合、これらの事業者
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 は「反独占法」でいう市場支配的地位を備えていないため、「反独占法」で規制することが

できない。そのため、「反不正当競争法」でこの抜け穴を埋めることができ、今までそれを

取り入れてこなかったのは恐らく線引きするのが難しかったではないかと予想されるが、

今回の「意見募集稿」で改めてこの概念について言及したことは、この問題が依然として

存在し、そしてこの概念を取り入れることでその解決を図ろうとしている。 

一方、「相対的優位性のある地位」の再導入について、反対者は主に以下のように考えて

います。 

相対的優位性のある地位に関する線引きは非常に難しく、独占的支配的地位と異なり、

「相対的優位性」は非常に漠然とした概念であるが故に、事業者と法執行官のどちらに対

しても認定の難しさを齎しています。また、「反独占法」との関連性という問題があり得、ま

た政府部門による過度の干渉は企業と取引先企業との商談コストを吊り上げてしまう恐

れがある。 

今回の「意見募集稿」で、立法考案者は改めてこの概念を取り入れようとしていますが、

関連規定が残るかどうかについては、引き続き注視する必要があります。 

 

Q：今回の「意見募集稿」において、他に注意すべて改正内容はありますか? 

A：今回の「意見募集稿」において、下記改正点は比較的小さいものですが、注意する必要が

あると考えます。 

（1）商業賄賂について、収賄行為に関する禁止規定を追加し、第 29条では関連法的責

任について規定し、今まで商業贈賄者だけに関して法的処罰があったものの、収賄者

に対してはそれ相応の法的処罰がなかったという不公平をなくし、最初から最後まで

一貫して商業賄賂について効果的に制裁を加えることができるようになりました。 

（2）虚偽宣伝条項について、商品情報の他に商品事業者情報も虚偽宣伝の対象に取り

入れ、特にビッグデータやアルゴリズムによって齎される虚偽または誤解を招く宣伝等

の不正競争行為を追加し、また商業宣伝行為の種類について具体的に記載し、より

操作性を備えられるようにし、法執行機関による法執行実践において、商業宣伝と広
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 告との境目を区分しやすくしました。これ以外に、架空取引、架空評価等を組織する形

で事業者に協力し虚偽宣伝を行うことについて、これを禁止することを明文化し、虚偽

宣伝を組織したり、幇助したりする行為への制裁をさらに強めました。 

（3）違法な懸賞付き販売について、事業者の懸賞付き販売を行う際の信義誠実に関する

義務が追加され、懸賞付き販売の関連情報を自由に変更してはならず、情報の変更

が消費者にとって有利な場合は、消費者信頼利益に配慮した保護を行うべきだと定め

ています。 

（4）商業的な誹謗中傷について、誹謗中傷の対象者を「競合先」から「その他あらゆる事

業者」までに拡張し、さらに他人に誹謗中傷を示唆することも禁止し、懲罰の範囲を大

幅に拡大しました。 
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一、最高人民法院「成渝（成都、重慶）金融裁判所事件の管轄に関する規定」 

中国語名称：《最高人民法院关于成渝金融法院案件管辖的规定》 

公 布 機 関：最高人民法院裁判委員会 

公 布 日：2022年 9月 19日 

施 行 日：2023年 1月 1日 

リンク：https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-383881.html 

解説： 

2022年 12月 20日、最高人民法院はウェブサイトで「最高人民法院、成渝（成都、重慶）金

融裁判所事件の管轄に関する規定」（以下、「規定」という）を公布した。 

当該「規定」は計 11条で構成され、成渝（成都、重慶）金融裁判所管轄下の金融機関に関係

する、会社に関連する紛争、金融機関を債務者とする破産紛争等 6種類の重慶市及び四川省

において成都、重慶地区経済圏の範囲内に属する中級人民法院が受理すべき第一審の金融

民商事事件及び 2種類の渉外金融紛争事件について規定し、金融インフラ機構、金融監督管

理機構にかかわる金融民商事事件、金融行政事件にかかわる関連管轄を明確にした。「規定」

では、成渝金融裁判所の「上級人民法院」は重慶市高級人民法院であり、当事者が成渝金融

裁判所より下された第一審判決、裁定について上訴を提起する場合、重慶市高級人民法院が

その審理を行うことを明確にした。 

 

二、「会社法（改正案二次審議稿）」 

中国語名称：《公司法（修订草案二次审议稿）》 

公 布 機 関：全国人民代表大会常務委員会 

公 布 日：2022年 12月 30日 

意見募集の締切日：2023年 1月 28日 

リンク：http://www.360doc.com/content/22/1231/19/26428391_1062105955.shtml 

 

 

最新法律動向 

https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-383881.html
http://www.360doc.com/content/22/1231/19/26428391_1062105955.shtml
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 解説：  

会社法二次審議稿では、主に株主の出資責任の強化、会社組織機構の設置及びその職権

の補完、会社役員の責任の補完、上場会社組織機構の補完、国家出資企業組織機構の補

完、強制取り消し等の面について「会社法」の改正と補完を行った。株主の出資責任について、

二次審議稿では以下 3つの内容を明確にした。1つ目は、失権に当たり持分の取扱いに関す

る規定を補完したことである。2つ目は、会社が期限到来の債務を完済できない場合、株主に

対し早めの出資を求めることができることである。3つ目は、株主が期日通りに出資金を納付し

なかった持分を譲渡し、かつ譲受人が期日通りに出資金を全納できなかった場合の、譲渡者の

補充責任に関するものである。 

 

三、「民事訴訟法（改正案）」 

中国語名称：《民事诉讼法（修正草案）》 

公 布 機 関：全国人民代表大会常務委員会 

公 布 日：2022年 12月 30日 

意見募集の締切日：2023年 1月 28日 

リンク：http://www.360doc.com/content/23/0124/00/48909235_1064616461.shtml 

解説： 

改正案では、主に以下 5つの点について改正を行った。1つ目は、虚偽訴訟認定規則を補完

したことである。改正案では虚偽訴訟侵害法益について、「他人の合法的権益」から「国益、社

会公共利益または他人の合法的権益」までに拡大し、一方の虚偽訴訟状況を明確にし、「一方

の基本的な時事を捏造する」状況を追加した。2 つ目は、忌避適用範囲を拡大し、裁判所補佐

官、司法支援技術士を忌避適用の対象者とした。3 つ目は、司法支援技術士の訴訟関与規則

を明確にし、裁判所は司法支援技術士を指名・派遣し訴訟に関与させ、専門技術に関する事実

の究明に協力してもらうことができると規定した。4 つ目は、控訴状の提出方法を改めた。5 つ

目は、「特定手続き」の中で新たに指定遺産管理人にかかわる事件を追加した。 

http://www.360doc.com/content/23/0124/00/48909235_1064616461.shtml
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 四、 「市場主体登録管理条例」を徹底し、市場主体登録管理業務をさらに行うこと

に関する通知（意見募集稿） 

中国語名称：《关于贯彻〈市场主体登记管理条例〉进一步做好市场主体登记管理工作的通

知（征求意见稿）》 

公 布 機 関：市場監督管理総局 

公 布 日：2023年 1月 4日 

意見募集の締切日：2023年 1月 20日 

リンク：https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202301/t20230103_352582.html 

解説： 

2023 年 1 月 4 日、国家市場監督管理総局は「『市場主体登録管理条例』を徹底し、市場主

体登録管理業務をさらに行うことに関する通知（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」という）を

公布した。 

「意見募集稿」では、市場主体登録管理の基礎的な役割を十分に発揮させること、法に基づ

き市場主体登録管理の仕事をしっかり行うこと、全面的なサービスで市場主体登録管理機能の

高品質履行を保障することといった 3 つの面から、登録要件と機能の位置づけを明確化し、法

律法規の順守と規範統一の堅持等 14 項目の措置を確立した。また、「意見募集稿」では、「国

家市場監督管理総局『外商投資法」』を徹底し、外商投資企業の登記登録業務を行うことに関

する通知」の要求に基づき、移行期における外商投資企業の登録業務を確実に行い、特に組

織形態変更登記、組織機構変更（届出）登記等の業務をしっかり行うと規定している。 

 

五、「化粧品抜き取り検査管理弁法」 

中国語名称：《化妆品抽样检验管理办法》 

公 布 機 関：国家薬品監督管理局 

公 布 日：2023年 1月 11日 

施 行 日：2023年 3月 1日 

リンク：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/12/content_5736540.htm 

https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202301/t20230103_352582.html
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/12/content_5736540.htm
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 解説： 

2023年 1月 11日、中国政府網は「国家薬品監督管理局より公布された『化粧品抜き取り検

査管理弁法』（以下、「弁法」という）に関する公告」を公布した。当該「弁法」は計 8章 61条で構

成され、化粧品に関する抜き取り検査の計画策定、サンプリング、検査と結果報告、異議と再

検査、検査照合処置、情報公開等に関する内容を規定している。「弁法」では、化粧品の抜き取

りを行う際に抜き取ったサンプルの費用を支払わなければならず、且つ、児童用化粧品、特殊

な化粧品、新原料を使用した化粧品、過去の抜き取り検査において不合格率が比較的高かっ

た化粧品等の 6 種類の製品について重点的に注視しなければならならず、輸出のみの製品等

4つのケースの化粧品については、原則として抜き取りを行わないことを明確にした。 

 

六、 「最高人民法院が第 35回指導的案例を公表」 

中国語名称：最高人民法院发布第 35批指导性案例 

公 布 機 関：最高人民法院 

公 布 日：2022年 12月 28日 

リンク：https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-384401.html 

解説： 

12月 28日、最高人民法院は第 35回指導的案例の公表において、計 4件の指導的案例を

新たに公表した。4 件はいずれも公民の個人情報保護に関する刑事案例である。これらの案例

は、顔認識情報、住民身分証明書情報、WeChat 等のソーシャルメディアアカウント、携帯電話

検証コード等にそれぞれかかわっており、刑法によって保護された公民個人情報の範囲、性質

及び類似事件の裁判規則の明確化、法に基づく公民の個人情報保護において、重要な指導的

意義を備えている。 

   

  

https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-384401.html
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お問い合わせ 

天達共和法律事務所 

http://jp.east-concord.com/ 

E-mail : ip@east-concord.com   

住所: 北京市朝陽区東三環北路 8号 

亮馬河大廈１座 20階 

Tel: (86-10) 6590 6639 

Fax: (86-10) 6510 7030 

郵便番号: 100004 
 

住所: 上海市虹口区東大名路 501号 

上海白玉蘭広場 11階 

Tel: (86-21) 5191 7900 

Fax: (86-21) 5191 7909 

郵便番号: 200080 

住所: 深セン市福田区金田路 3088号 

中洲大廈２２階 

Tel: (86-755) 2633 8900 

Fax: (86-755) 2633 8939 

郵便番号: 518048 

住所: 湖北省武漢市洪山区徐東大街 191号 

金禾センター29階 

Tel: (86-27) 8730 6528 

Fax: (86-27) 8730 6527 

郵便番号: 430074 

住所 : 江蘇省南京市建鄴区江東中路 347

号国金センターオフィスビル一期 36階 

Tel: (86-25）8317 8000 

Fax: (86-25）8317 8111 

郵便番号:210019 

住所: 浙江省杭州市銭江新城劇院路 

358-369号宏程国際大厦 29階 

Tel: (86-571) 8501 7000 

Fax: (86-571) 8501 7085 

郵便番号: 310020 

住所: 成都市高新区天府二街 99 号 

天府金融大廈 A座 15階 

Tel: (86-28) 6010 8998 

Fax: (86-28) 6010 9008 

郵便番号: 610094 

住所: 西安市高新区丈八二路 11 号

永威時代中心 27階 

Tel: （86-29）8572 7895 

Fax: (86-29) 8575 3463   

郵便番号: 710065 

住所:北京市東城区東直門南大街 1号 

ラッフルズシティー北京 オフィスビル 17階 

Tel: (86-10) 6590 6639 

Fax: (86-10) 6510 7030 

郵便番号: 100007 

 

住所: 広州市天河区珠江新城冼村路 5号

凱華国際中心 39階 

Tel: (86-20) 3885 7515 

郵便番号: 510623 
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本ニュースレターに関してご意見、ご質問等ございましたら、日本語でお気軽に下記のとおり

ご連絡ください。 

 

張 青 華 弁護士 勤務地：北京 E-mail: qinghua_zhang@east-concord.com 

張 和 伏 弁護士 勤務地：北京 E-mail: zhanghefu@east-concord.com 

韓 晏 元 弁護士 勤務地：北京 E-mail: hanyanyuan@east-concord.com 

陳 宏 弁護士 勤務地：北京 E-mail: chenhong@east-concord.com 

管  氷 弁護士 勤務地：北京 E-mail: guanbing@east-concord.com 

張 嵩 
弁護士

弁理士 勤務地：北京 E-mail: song_zhang@east-concord.com 

薛 侖 
弁護士

弁理士 勤務地：北京 E-mail: xuelun@east-concord.com 

葉 鵬 弁護士 勤務地：北京 E-mail: yepeng@east-concord.com 

羅 佳 弁護士 勤務地：北京 E-mail: luojia@east-concord.com 

汪 娜 弁護士 勤務地：北京 E-mail: wangna@east-concord.com 

範 立 群 弁護士 勤務地：上海 E-mail: fanliqun@east-concord.com 

※本ニュースレターは、信頼できると思われる情報に基づき情報提供のみを目的として、クラ

イアント様へ無償で配布しております。 

※本ニュースレターは、弊所の正式な法律意見書ではないため、これにより生じた損害につ

いては責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。具体的なケースについて、アド

バイスを必要とされる場合には、その都度、弁護士にご相談くださいますよう宜しくお願い申し

上げます。 

※本ニュースレターの著作権は、北京天達共和律師事務所（East & Concord Partners）に

帰属し、著作権法により認められる例外を除き、無断複製、編集等を禁じます。社内メーリング

リスト及び関連部門、関連会社等への転送はご自由にしていただいて構いません。 
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